
令和６年度第２回野田市学校給食運営委員会次第 

日時：令和６年 11月 24日（日） 

午前：10時 00分から 

場所：市役所８階大会議室 

１ 開 会 

２ 教育長挨拶 

３ 議 題 

(1) 協議事項 学校給食費の適正な在り方について

(2) 報告事項

①新学校給食センターの整備について

②令和７年度からの東部小中学校の親子給食の実施について

③令和７年度から給食費の納付事務を教育委員会が行うことについて

４ そ の 他 

(1) 次回の開催について

日時：令和７年１月 26日（日）10時から 12時まで（予定） 

５ 閉 会 
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１ 学校給食費の適正な在り方について（協議事項） 

 

野田市では、昨今の急激な食材料費の高騰を受け、学校給食に求められる質を維

持することが困難となったことから、令和６年度に学校給食費を改定させていただ

きましたが、保護者の負担を増やすことなく、安定的な学校給食が提供できるよう

高騰する食材料費分を令和６年度は公費負担とし、令和７年度以降の学校給食費は

今年度の学校給食委員会で協議することとさせていただいております。 

第１回の学校給食運営委員会では、野田市の学校給食の状況や、令和５年度の取

組（執行状況）、近年の食材料費高騰等の影響、野田市の学校給食費の考え方をご説

明させていただきました。 

第２回の本委員会では、今年度の学校給食費の執行状況、物価高騰における学校

給食費の影響、それに対する教育委員会の考えをご説明させていただきたいと考え

ております。 

また、国、県の状況、近隣市の学校給食費の状況についてもあわせてご説明させ

ていただきます。 

なお、これを受けての教育委員会の考えについては、次回開催させていただく第

３回の本委員会でお示しさせていただきます。 

本委員会については、野田市学校給食運営委員会条例第２条に基づき、本委員会

の所掌事務として、「学校給食費の額の改定に関すること。」が規定されていること

から、教育委員会では、本委員会でご意見を伺い、学校給食費を決定することとな

りますので、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

野田市学校給食運営委員会条例（抜粋） 

第２条 委員会は、次に掲げる重要事項について調査審議し、教育委員会に意見

を述べることができる。 

(1) 賄材料費の執行の確認に関すること。 

(2) 学校給食費の未納に係る対策に関すること。 

(3) 地産地消の推進に関すること。 

(4) 学校給食費の額の改定に関すること。 

(5) その他学校給食の適切な実施に関すること。 
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(1)  令和６年度月別、学校別賄材料費（食材料費）の執行状況 

令和６年４月から９月までの学校別、月別の賄材料費（食材料費）の１食当た

りの単価は表１のとおりです。 

令和６年度は、給食費を改定（小学校 253円から 278円、中学校 304円から

334円、幼稚園は 253円で据置き）した上で、改定に係る増額分は国の重点支援

地方交付金を活用し、市が負担することで保護者負担の増額はしないこととして

おります。 

表１のとおり、４月から９月までの各小中学校の食材料費の執行状況を見る

と、改定後の学校給食費（賄材料費）と各校の１食当たりの単価に大きな開きが

生じており、学校給食費（賄材料費）の９月までの執行状況から１年間の学校給

食費（賄材料費）を見込むと、令和６年度の当初予算を大きく上回ることとなり

ます。 

つきましては、昨年度の学校給食運営委員会において、６年度中に更なる物価

高騰により食材料費が高騰した場合にも、市が補助（公費負担）し、保護者負担

の軽減を図ることとしていることから、この不足額は、令和６年 12月市議会に補

正予算として上程すべく準備を進めております。 

しかしながら、これまでもご説明させていただいているとおり、学校給食法で

食材料費は保護者負担とされており、今後の適正な学校給食費を協議していくた

め、まずは現在の状況をご説明させていただきます。 

現在、各学校の格差、そして今後の対応、適正な学校給食費について、現在、

教育委員会で分析し、どうしていくのが最善か検討し、市の考えをお示しさせて

いただきますので、ご了承ください。 
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表１ 令和６年度月別、学校別賄材料費（食材料費）の執行状況   単位：円 

 

※１ 賄材料費（食材料費）には、野田産米の補助額は含まない。 

※２ 小学校 253円、中学校 304円を超えた分は物価高騰対策（公費負担）で対応。 

学校名等 ４月 ５月 ６月 ７月 ９月 
平均① 

(4-9 月） 

食材料費

② 

差額 

③(①-②) 

中

学

校 

東 部 中 388.68 359.84 375.59 360.04 386.01 374.03 334.00 40.03 

南 部 中 347.46 359.15 347.67 358.06 353.79 353.23 334.00 19.23 

北 部 中 350.89 352.09 326.39 346.57 338.40 342.87 334.00 8.87 

福 田 中 371.19 394.37 416.68 394.13 395.57 394.39 334.00 60.39 

川 間 中 341.72 347.74 356.57 359.66 339.43 349.02 334.00 15.02 

岩 名 中 353.28 366.50 363.51 372.06 377.85 366.64 334.00 32.64 

野 田 セ ン タ ー 344.25 353.80 335.34 338.77 346.23 343.68 334.00 9.68 

関 宿 セ ン タ ー 347.65 351.80 354.97 360.76 358.37 354.71 334.00 20.71 

平 均 355.64 360.66 359.59 361.26 361.96 359.82 334.00 25.82 

学校名等 ４月 ５月 ６月 ７月 ９月 
平均① 

(4-9 月） 

食材料費

② 

差額 

③(①-②) 

小

学

校 

東 部 小 306.97 299.40 296.03 314.10 314.46 306.19 278.00 28.19 

南 部 小 319.80 309.02 299.68 315.93 302.45 309.38 278.00 31.38 

北 部 小 288.85 282.57 289.66 298.12 294.90 290.82 278.00 12.82 

福 一 小 388.61 325.14 309.75 332.31 369.52 345.07 278.00 67.07 

福 二 小 319.17 325.84 316.86 330.70 312.49 321.01 278.00 43.01 

川 間 小 307.48 287.64 278.08 297.00 291.57 292.35 278.00 14.35 

山 崎 小 297.39 301.48 336.42 323.47 301.41 312.24 278.00 34.24 

岩 木 小 298.08 304.63 305.57 324.46 298.52 306.25 278.00 28.25 

尾 崎 小 284.45 287.12 284.97 315.70 315.63 297.57 278.00 19.57 

七 光 台 小 322.49 301.89 289.96 285.13 311.97 302.29 278.00 24.29 

二 ツ 塚 小 290.10 295.92 277.31 298.76 310.40 294.50 278.00 16.50 

み ず き 小 302.09 314.07 292.94 342.74 352.40 320.85 278.00 42.85 

野 田 セ ン タ ー 286.86 294.77 279.36 282.24 288.43 286.33 278.00 8.33 

関 宿 セ ン タ ー 289.39 292.86 295.51 300.34 298.36 295.29 278.00 17.29 

平 均 307.27 301.60 296.65 311.50 311.61 305.72 278.00 27.72 
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(2)  消費者物価指数の推移について 

総務省から示された直近の消費者物価指数（2020基準）では、次表の食料、魚介

類、肉類、油脂・調味料、野菜・海藻について、昨年度に給食費を改定する際に本委

員会にお示しさせていただいた、令和５年９月時点の指数と令和６年９月時点の指

数を比較しますと、食料が 2.9 ポイント、野菜・海藻が 2.8 ポイント、油脂・調味

料が 2.4ポイントなど、依然として上昇傾向が続いています。 

2020年基準消費者物価指数推移（都市階級・地方・都道府県庁所在市別）千葉市 

項目/月 R5.9 
 

R6.4 R6.5 R6.6 R6.7 R6.8 R6.9 

食 料 113.5  115.0 115.1 114.6 114.6 115.1 116.4 

魚 介 類 127.3 
 

126.6 127.8 125.7 127.9 126.1 127.9 

肉 類 110.6  112.1 111.6 112.0 110.3 112.5 109.4 

油脂・調味料 112.1  116.4 116.7 115.8 117.2 115.4 114.5 

野 菜 ・ 海 藻 115.7  116.2 114.0 108.6 106.9 110.0 118.5 

 

(3)  令和６年度から購入価格が上昇した牛乳、パン、炊飯代について  

上記（2）のとおり、さまざまな食材の価格が高騰している中、公益財団法人千葉

県学校給食会から購入している牛乳、パン、炊飯委託料が、令和６年４月から税抜き

価格で小学校 9.63円、中学校 9.06円値上げされていることも価格高騰の要因となり

ます。 

 小学校                         単位：円（税抜） 

品目 令和４年度 令和５年度（対前年度比） 令和６年度（対前年度比） 

牛乳 51.14 56.51（+5.37） 60.53（+4.02） 

パン 51.05 51.05（±0） 54.66（+3.61） 

委託炊飯代 31.85 34.85（+3） 36.85（+2） 

合計 134.04 142.41（+8.37） 152.04（+9.63） 

 

中学校                         単位：円（税抜） 

品目 令和４年度 令和５年度（対前年度比） 令和６年度（対前年度比） 

牛乳 51.14 56.51（+5.37） 60.53（+4.02） 

パン 58.09 58.09（±0） 61.13（+3.04） 

委託炊飯代 33.17 36.17（+3.0） 38.17（+2.0） 

合計 142.40 150.77（+8.37） 159.83（+9.06） 
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(4) 野田産米購入費の補正予算による対応 

お米の価格については、皆様もご存知のとおり今年度大幅に高騰しており、総務省が

発表した９月の消費者物価指数によると 139.6 で、「米類」は去年の同じ月と比べて

44.7％の上昇となっています。 

学校給食で使用するお米は、地元農家が減農薬減化学肥料で作っている黒酢米となり

ますが、この価格についても、令和６年産の新米価格が 10月から改定されたことから、

価格改定分を保護者負担とはせず、不足する費用を令和６年 12 月市議会に補正予算と

して上程すべく準備しております。 

野田市では、学校給食に使用するお米の購入に係る費用を、保護者の皆様の負担軽減

のため、令和５年度から全額公費負担としております。 

これは、毎年高騰している主食費の価格を市が公費負担することで、副食費に回せる

費用を担保するために実施させていただいたものとなります。 

なお、この公費負担に係る費用については、令和６年度当初予算で 59,243 千円を措

置しており、この金額は、１食当たり小学校で 24.29円、中学校で 34.69円となってお

ります。 

他の自治体と同様に、学校給食費の１食当たり単価にお米代を加えた場合には、小学

校 302円、中学校 368円となります。 

① 令和６年度の１食当たりの単価               単位：円（税込） 

 

一食単価 １食単価の内訳 

① +② 主食 副食 

単価 市補助 炊飯 パン 麺他 牛乳 計① 計② 

小学校 
278 

28.37 11.80 4.71 65.37 110.25 167.75 
253 25 

中学校 
334 

29.39 13.20 5.24 65.37 113.20 220.80 
304 30 

※ 市補助とは、令和６年度に実施している物価高騰対策となります。 

② １食当たりの野田米補助額 

 主食  

小学校 24.29円（税込） 

中学校 34.69円（税込） 

③ （①＋②）野田産米補助分を加えた場合の１食当たり単価   

 １食単価 

小学校 302円（税込） 

中学校 368円（税込） 
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(5)  近隣市の給食費改定状況 

近隣の東葛６市の給食費改定状況は表２のとおりです。６市のうち、野田市を含む

３市が令和６年度に給食費を改定しており、近年の物価高騰による食材料費の高騰が

東葛地域の自治体の給食費に大きな影響を及ぼし、給食費を改定せざるを得ない状況

であったことが分かります。 

野田市でも、令和６年度に学校給食費を改定しましたが、改定した増額分は公費負

担しており、保護者負担の軽減を図っています。 

表２ 東葛各市の給食費                   

※次の表の野田市の１食単価は、物価高騰対策の補助及び野田産米購入費の全額公

費負担分を含みます。                  単位：円（税込） 

自治体名 
改定
時期 

1食単価（円） 
（牛乳代含む） 

1食単価 左記のうち 

保護者負担分 
物価高騰等における 

市補助額 

松 戸 市 R4 

小(低) 310.38 

小(中) 337.38 

小(高) 365.38 

中   426.38 

小(低) 265.38 

小(中) 285.38 

小(高) 305.38 

中   375.38 

小(低) 45 

小(中) 52 

小(高) 60 

中   51 

柏 市 R6 

単 独 校 
小 336 

中 406 

小 265 

中 330 

小 71 

中 76 

センター 
小 329 

中 375 

小 260 

中 305 

小 69 

中 70 

我孫子市 R2 
小 319 

中 390 

小 270 

中 320 

小 49 

中 70 

流 山 市 H27 
小 260 

中 308 

小 260 

中 308 
- 

鎌ケ谷市 R6 
小 280 

中 350 

小 255 

中 291 

小 25 

中 59 

野 田 市 R6 
小 302 

中 368 

小 253 

中 304 

小 49 

中 64 

    

(6)  学校給食費に関する国、県の動向 

令和５年６月に閣議決定された「こども未来戦略方針」において、学校給食費の無

償化の実現に向けて実態調査を行い、結果を公表し、その上で課題を整理して具体的

方策を検討するとされました。 

今年の６月に結果が公表されましたが、具体的方策については、現在、文部科学省

からの動きはありません。 

実態調査の結果では、令和５年度の給食費（実際に保護者が支払った額ではなく、
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食材費に相当する金額）の全国の月額平均は、表１のとおり小学校 4,688 円、中学校

が 5,367円となり、直近５年間で約８％、10年間で約 12％上昇したことが発表されま

した。 

その後、８月 29日に国は令和７年度予算の概算要求を公表しましたが、給食費の無

償化に関係する予算は含まれておりませんでした。なお、県の第３子以降無償化事業

については、令和７年度も継続する動きがありますが、確定しておりません。 

令和６年度は、国が示した重点支援地方交付金の取扱いの中で、エネルギー・食料

品価格等の物価高騰に伴う子育て世帯支援のために、物価高騰による小中学生の保護

者負担の軽減策として学校給食費等の支援に充てることができたため、令和６年度当

初予算で約 56,670千円を措置し、給食費の増額改定分について保護者負担軽減策を実

施しております。 

国は、物価高騰対策や地方経済の再生を掲げておりますが、子ども・子育て施策と

しての学校給食費の物価高騰対策や無償化等の施策について、引き続き、国の動向を

注視続けてまいります。 

表３ 全国の小中学校等の１か月あたり給食費の平均月額     （単位：円） 

 

 

   

（文部科学省 HP より） 

 

(7)   今後の学校給食費の適正な在り方について 

これまでご説明させていただいたとおり、物価高騰が続く中で全国的に給食費にも

その影響が及んでおり、野田市においては、保護者の皆様の負担を軽減しつつ、これ

からも子どもたちに栄養バランスの取れた安全安心で美味しい給食を提供し続けてお

ります。 

次回に開催させていただく学校給食運営委員会では、賄材料費における各学校間の

格差や今後の対応などについて教育委員会で分析、検討した結果と、国、県や近隣自

治体の動向、物価動向を踏まえた上で、市の考え方をお示しさせていただきます。  

4,688 

5,367 
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２ 報告事項 

①  新学校給食センターの整備について 

市内の給食施設の中でも特に老朽化が著しい学校給食センター、東部小学校、南部

小学校については、他施設に先行して整備を進めています。 

新学校給食センターにつきましては、昨年度から進めておりました実施設計が完了

しました。 

施設の概要については、既存の学校給食センターで提供している約 3,500食に加え

て、市内の単独調理校の給食施設更新時等の代替食提供機能を持たせるため 5,000食

規模の施設とし、新たに市内全校への米飯炊飯設備を整備するとともに、アレルギー

対応食提供設備や空調設備等を整備します。 

稼働開始の時期につきましては、当初、令和８年４月からの運用開始を目標として

おりましたが、近年の建築資材高騰や半導体不足などを考慮し、適正な工期を確保す

るため、令和８年９月からの運用開始を目標として、令和６年 12 月から令和８年度

までの継続事業として進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

②  令和７年度からの東部小中学校親子給食の実施について 

同じく老朽化が著しい東部小学校の給食室については、近隣の東部中学校で調理し

東部小学校へ配送する親子給食を令和７年度から開始いたします。 

夏休みを利用して東部小学校に配膳室を整備する工事や、東部中学校給食室の改修

工事を実施し、令和７年４月からの稼働開始に向けて準備を進めております。 

 

③  令和７年度から給食費の納付事務を教育委員会が行うことについて 

保護者の皆様から頂く給食費は、学校で教職員等が口座振替や手集金などにより徴

収していますが、教職員の負担を軽減し、子どもたちに向き合う時間を確保すること

などを目的として、令和７年度から、給食費の納付に関する事務を教育委員会が行い

ます。 

現在、野田市内では全校で口座振替により給食費を納付していただいておりますが、

令和７年度からもこれまでと同様に口座振替を実施する予定であり、保護者の皆様の

【施設概要】 

建設予定地：野田市鶴奉字宮前 160 番 1 

敷地面積：9,684.25 ㎡ 

最大食数：5,000食（米飯炊飯 11,000食） 

施設概要：ドライシステム、米飯炊飯設備、アレルギー食提供設備、空調設備等 
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負担が増加することはありません。 

なお、学校へ提出していただいた口座登録については、教育委員会へ改めてご提出

いただく必要がありますので、保護者の皆様の御協力をお願いいたします。 

今後、11 月下旬から 12 月末まで、各学校を通じてお知らせさせていただき、保護

者の皆様へ口座申込書類のご提出いただく予定ですので、保護者の皆様のご協力をお

願いいたします。 

表４ 今後のスケジュール（予定） 

時 期 内 容 

令和６年 11月 
学校給食運営委員会で概要説明 

各学校に令和７年度からの実施について周知 

令和６年 12月末まで 保護者の皆様へ口座申込書類の提出依頼 

令和７年１月から２月 教育委員会で口座情報データセット準備 

令和７年２月下旬 テスト運用 

令和７年４月から 運用開始 

 

３ 次回の開催予定 

 開催日時 議題 

第３回 
令和７年１月 26日（日） 

午前 10時から 
令和７年度の学校給食費について 

 


